
改正前 改正後
大人 6,180 9,550

児童 生徒 3,090 4,770

大人 410 630

児童 生徒 200 310

大人 1,540 2,380

児童 生徒 770 1,190

大人 2,060 3,180

児童 生徒 1,030 1,590

大人 3,090 4,770

児童 生徒 1,540 2,380

大人 1,540 2,380

児童 生徒 770 1,190

大人 1,230 1,900

児童 生徒 610 950

大人 410 630

児童 生徒 200 310

大人 2,060 3,180

児童 生徒 1,030 1,590

大人 300 460

児童 生徒 150 230

大人 1,540 2,380

児童 生徒 770 1,190

大人 1,540 2,380

児童 生徒 770 1,190
全面

備考
1 「児童 生徒」とは、小学生、中学生及び高校生となります。
2 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市又は松伏町(以下「5市1町」という。)以外の居住者(5市1町内に住所、事務所又は
  事業所等を有しない者をいう。以下同じ。)が使用する場合又は5市1町以外の居住者を主たる対象として使用する場合の施設使
  用料は、所定の使用料の5割増となります。
3 設備使用料（照明設備）については、変更ありません。

第１競技場
(メインアリーナ)

第２競技場
(サブアリーナ)

卓球場

柔道場

剣道場

全面

バドミントンコート １面

バレーボール １面

バスケットボールコート １面

全面

バドミントンコート １面

全面

卓球コート

全面

エネクルスポーツアリーナSOKA
（スポーツ健康都市記念体育館）施設使用料比較表

施設使用料(２時間)

ハンドボールコート １面

その他(床面積 １/４)

区分


